
新潟市通勤機会縮減等支援事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この事業は、人と人との接触機会を減らすために市内宿泊施設（以下「施設」とい

う。）を活用し、通勤機会縮減やテレワーク等に取り組む市内企業を支援することにより、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止につなげるとともに、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響を受け大きく落ち込んでいる施設の稼働率向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 市内宿泊施設 本市で旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）に規定する宿泊業

を営み、この事業の趣旨に賛同し協力する者で別に定める。 

（２） 対象者 市内に所在する事業所で、市税を滞納していない者。 

暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２項

に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第３項に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有するものは対象外とする。 

（３） 利用者 対象者に所属する者。 

（４） 宿泊 施設が定める時間帯での宿泊利用をいう。 

（５） デイユース 施設が定める時間帯で、宿泊を伴わない利用をいう。 

（６） 利用料 施設が定める宿泊料金及び１デイユース料金とし、次に掲げる料金は含

まないこととする。 

ア 消費税及び地方消費税 

イ 入湯税 

ウ 駐車場料金 

エ 宿泊施設内における飲食等代金 

オ 衣服等のクリーニング代金 

カ その他利用者が受けるサービス等 

（７） 助成額 利用者が施設を利用する場合、その利用料が３，０００円未満の場合は、

その利用料。３，０００円以上の場合は３，０００円とする。 

（助成の申請） 

第３条 助成を受けようとする者は、通勤機会縮減推奨企業・事業所等登録申請書（別記様

式第１号）により市長に申請しなければならない。市長は対象者に該当すると認めたとき

は、速やかに施設に対象者の情報を提供するものとする。 

 （助成券の交付） 

第４条 対象者が、助成を受けようとする際は、事前に宿泊施設助成券 発券依頼書（別記



様式第２号）により市長に依頼するものとする。市長は、依頼に応じ新潟市通勤縮減等支

援事業助成券（別記様式第３号）を交付するものとする。 

 （助成券の使用） 

第５条 利用者が施設を利用するときは、当該施設への予約時に助成券利用である旨を伝

えたうえで、チェックイン時に社員証又は名刺を提示するとともに、利用回数に応じた数

の助成券を渡さなければならない。 

２ 利用者は、当該施設からの請求額と助成額との差額を支払うものとする。 

３ キャンセル料の規定は当該施設に従うこととし、全額利用者が支払うものとする。 

（助成の対象期間） 

第６条 助成の対象期間は、令和２年６月１日から令和３年１２月３１日までとする。ただ

し、市長が特に必要と認めるときは、この期間を延長できるものとする。 

 （利用料金の請求と支払い） 

第７条 施設は、１箇月ごとに受け取った助成券を取りまとめ、関係書類を添付し、翌月の

１０日までに市長に対し請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支払うものとする。 

 （資格の喪失） 

第８条 対象者は、第２条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに新潟市通

勤機会縮減等支援事業助成資格喪失届（別記様式第４号）を提出するとともに、未使用の

助成券を添えて市長に返還しなければならない。 

 （不正使用の禁止） 

第９条 助成券の交付を受けた者は、助成券の使用にあたって、次の行為をしてはならない。 

（１） 資格喪失後に使用すること。 

（２） 他人に譲渡し、または使用させること。 

（３） その他不正の目的をもって使用すること。 

 （不正使用の措置） 

第１０条 市長は、前条の規定に違反し、助成券を使用した者に対し、当該利用に係る助成

額の全額又は一部を返還させることができるものとする。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、新潟市通勤機会縮減等支援事業の実施に関し必

要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年５月２２日から施行する。 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１０条の規定の適

用ついては、この要綱執行後も、なお、その効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年８月５日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和３年２月２２日から施行する。 



別記様式第１号（第３条関係） 





別記様式第２号（第４条関係） 



別記様式第３号（第４条関係） 



別記様式第４号（第８条関係） 


